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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む画素配列構造において
、
各画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２副画素と各第３副画素は、それぞれ隣接する
少なくとも２つの画素により共用され、
画素アレイの第１方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、
画素アレイの前記第１方向とは異なる第２方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であ
り、
前記第１副画素は、緑色副画素であり、前記第２副画素は、赤色副画素であり、前記第３
副画素は、青色副画素であり、
前記第１方向と前記第２方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるよう
に設置され、
前記第２方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの前記青色副画素が
設置され、
前記青色副画素が、２つずつが隣接するように設置される
ことを特徴とする画素配列構造。
【請求項２】
前記第１方向は、水平方向であり、
前記第２方向は、縦方向であることを特徴とする請求項１に記載の画素配列構造。
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【請求項３】
前記第１方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの赤色副画素が設置
されることを特徴とする請求項１に記載の画素配列構造。
【請求項４】
隣接して設置される２つの前記青色副画素は、一体化され、１つの駆動回路により駆動さ
れる特徴とする請求項１に記載の画素配列構造。
【請求項５】
前記第１方向は、水平方向であり、前記第２方向は、縦方向であり、
画素アレイの奇数行で、任意のペアの前記緑色副画素は、それぞれ水平仮想直線の両側に
位置し、接近する２ペアの前記緑色副画素の間に位置する赤色副画素とその両側の前記緑
色副画素は、前記水平仮想直線の同一側に位置し、
画素アレイの偶数行で、任意のペアの前記緑色副画素は、前記水平仮想直線の同一側に位
置し、且つ任意の接近する２ペアの前記緑色副画素は、前記水平仮想直線の両側に位置し
、接近する２ペアの前記緑色副画素の間に位置する赤色副画素は、前記水平仮想直線の上
に位置し、
画素アレイの各列で、任意のペアの前記緑色副画素は、それぞれ縦仮想直線の両側に位置
し、且つ、接近する２ペアの前記緑色副画素の間に位置する青色副画素と、同一の画素に
属する前記緑色副画素は、前記縦仮想直線の同一側に位置することを特徴とする請求項３
に記載の画素配列構造。
【請求項６】
複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む画素配列構造において
、
各画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２副画素と各第３副画素は、それぞれ隣接する
少なくとも２つの画素により共用され、
画素アレイの第１方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、画素アレイの第２方
向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、
前記第１方向は、水平方向であり、前記第２方向は、縦方向であり、
前記第１副画素は、緑色副画素であり、前記第２副画素は、赤色副画素であり、前記第３
副画素は、青色副画素であり、
前記第１方向と前記第２方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるよう
に設置されることにより、緑色含画素ペアが構成され、
前記第１方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの前記青色副画素と
１つの前記赤色副画素が設置され、
１つの前記青色副画素と１つの前記赤色副画素は、前記第２方向で配列され、
画素アレイの各行で、すべての前記緑色副画素は、いずれも水平仮想直線上に位置し、
画素アレイの各列で、１つの緑色含画素ペアを構成する２つの前記緑色副画素は、縦仮想
直線の両側に位置し、
前記赤色副画素と前記青色副画素は、隣接する２本の前記縦仮想直線の間に位置し、且つ
それぞれ前記水平仮想直線の両側に位置する
ことを特徴とする画素配列構造。
【請求項７】
複数の前記水平仮想直線と複数の前記縦仮想直線は、画素アレイのグリッドラインを構成
することを特徴とする請求項６に記載の画素配列構造。
【請求項８】
複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む画素配列構造において
、
各画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２副画素と各第３副画素は、それぞれ隣接する
少なくとも２つの画素により共用され、
画素アレイの第１方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、画素アレイの第２方
向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、
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前記第１方向は、前記第２方向と直交し、
前記第１副画素は、緑色副画素であり、前記第２副画素は、赤色副画素であり、前記第３
副画素は、青色副画素であり、
前記第１方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置されるこ
とにより、緑色副画素ペアが構成され、
前記第１方向での任意の接近する２つの緑色副画素ペアの間に１つの前記青色副画素と１
つの前記赤色副画素が設置されることにより、１つの混合副画素ペアが構成され、
前記１つの混合副画素ペアを構成する１つの前記青色副画素と１つの前記赤色副画素は、
前記第２方向で配列される
ことを特徴とする画素配列構造。
【請求項９】
前記第１方向で、２つずつが隣接して緑色副画素ペアを構成するように設置される２つの
前記緑色副画素が、第１方向に沿って伸びる第１仮想直線上に位置し、
前記第２方向で、前記第１方向での任意の接近する２つの緑色副画素ペアの間に設置され
る混合副画素ペアは、第２方向に沿って伸びる２本の隣接する第２仮想直線の間に位置し
、
前記２つの緑色副画素ペアのうちの１つの緑色副画素ペアと前記混合副画素ペアは、前記
２本の隣接する第２仮想直線のうちの１本の第２仮想直線の両側に位置し、
前記２つの緑色副画素ペアのうちのもう１つの緑色副画素ペアと前記混合副画素ペアは、
前記２本の隣接する第２仮想直線のうちのもう１本の第２仮想直線の両側に位置し、
複数の第１仮想直線と複数の第２仮想直線は、画素アレイのグリッドラインを構成するこ
とを特徴とする請求項８に記載の画素配列構造。
【請求項１０】
前記第１方向での１つの緑色副画素ペアを構成する２つの緑色副画素の間に、間隔があい
ており、
前記２つの緑色副画素の発光層が連結されることを特徴とする請求項６又は８に記載の画
素配列構造。
【請求項１１】
前記第１方向で２つずつが隣接してペアになるように設置される２つの緑色副画素の間に
、他の副画素が挟まれないことを特徴とする請求項６～１０のいずれか一項に記載の画素
配列構造。
【請求項１２】
前記第１方向での１つの緑色副画素ペアを構成する２つの緑色副画素の間隔は、第１方向
での任意の接近する２つの緑色副画素ペアの間隔より小さいことを特徴とする請求項１１
に記載の画素配列構造。
【請求項１３】
複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む画素配列構造において
、
各画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２副画素と各第３副画素は、それぞれ隣接する
少なくとも２つの画素により共用され、
画素アレイの第１方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であり、
画素アレイの前記第１方向とは異なる第２方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であ
り、
前記第１副画素は、緑色副画素であり、前記第２副画素は、赤色副画素であり、前記第３
副画素は、青色副画素であり、
前記第１方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、
前記第１方向での任意の接近する２ペアの緑色副画素の間に、２つの青色副画素又は２つ
の赤色副画素が設置され、
前記第２方向で、前記赤色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、前
記青色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、
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前記第１方向での任意のペアの前記緑色副画素は、２ペアの前記赤色副画素と、２ペアの
前記青色副画素により囲まれる
ことを特徴とする画素配列構造。
【請求項１４】
ペアになって設置される２つの前記青色副画素は、一体化され、１つの駆動回路により駆
動されることを特徴とする請求項１３に記載の画素配列構造。
【請求項１５】
ペアになって設置される２つの前記赤色副画素は、一体化され、１つの駆動回路により駆
動されることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の画素配列構造。
【請求項１６】
前記第１方向は、水平方向であり、前記第２方向は、縦方向であり、
画素アレイの各行で、すべての前記緑色副画素は、いずれも水平仮想直線の上に位置し、
画素アレイの各列で、任意の隣接する２つの前記緑色副画素は、縦仮想直線の両側に位置
し、
各ペアの前記赤色副画素は、隣接する２本の前記縦仮想直線の間に位置し、且つ、それぞ
れ偶数行の前記水平仮想直線の両側に位置し、各ペアの青色副画素は、隣接する２本の前
記縦仮想直線の間に位置し、且つそれぞれ奇数行の前記水平仮想直線の両側に位置するこ
とを特徴とする請求項１３に記載の画素配列構造。
【請求項１７】
表示パネルの画素が、請求項１～１６のいずれか一項に記載する画素配列構造により配列
して構成される表示パネル。
【請求項１８】
請求項１７に記載の表示パネルを含む表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１５年２月１３日に中国特許庁に提出された中国特許出願２０１５１００
８０５７０．０の優先権を主張し、その全ての内容が援用によりここに取り込まれる。
【０００２】
　本発明は、表示の技術分野に関し、特に、画素配列構造、表示パネル及び表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、表示技術がますます発展することに伴い、ディスプレイの解像度に対する要求が
ますます高まる。しかし、高解像度により、ディスプレイ製造の技術的困難とコストが増
加する。表示の解像度とヒトの目の解像度が相当のレベルになると、異なる色副画素に対
するヒトの目の解像度の相違を利用することにより、１つの画素が赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、
青（Ｂ）の３色の副画素により簡単に定義されるという通常の方式を変えることができる
。即ち、位置の解像度に非敏感な色の一部の副画素を異なる画素の間で共用することによ
り、相対的に少ない副画素数で、同様の画素解像度表現力を模倣して実現し、技術的困難
とコストを低下させる。
【０００４】
　携帯電話Ｉｐｈｏｎｅ（登録商標）（アップル（登録商標））のレティナ（登録商標）
ディスプレイ（retina display）という概念の提案やその他の高画質表示技術の進歩によ
り、該当するディスプレイの解像度のレベルは、ヒトの目の解像度の極限に近づき、それ
に達し又は超えている。ヒトの目の生理的構造に基づき、このいわゆる極限は、ヒトの目
の網膜のうち、輝度に敏感な桿体光受容細胞の密度により決められる。ヒトの目の網膜の
うち、それぞれの色に敏感なそれぞれの錐体光受容細胞の密度が桿体細胞密度より低く、
短波長の青色に敏感な錐体細胞の密度が最も低く、赤色がそれに次ぎ、青色と赤色の輝度
効果（輝度に敏感な桿体細胞の刺激）が緑色よりはるかに低いため、青、赤副画素に対す
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るヒトの目の位置の解像度は、緑色副画素に対する位置と画素の輝度中心位置の解像度よ
り明らかに低いことになる。一定の画素解像度で、ヒトの目は、画素の輝度中心位置を識
別でき、色に対して正常な感覚を持つが、画素スケールでは青色又は赤色副画素の位置又
は境界を識別できない。これは、接近する青色、赤色副画素の隣接画素間でのある程度の
共用に対し、技術的な選択肢を提供する。
【０００５】
　図１に示すように、従来技術において、行方向で、赤色、緑色、青色、緑色副画素によ
る循環配列方式が採用される。各画素１０には、１つの独立した緑色副画素１０１を有し
、両側に位置する赤色副画素１０２と青色副画素１０３が隣接する画素１０により共用さ
れる。従って、行方向での副画素密度は、画素密度の２倍であり、列方向での副画素密度
は、画素密度に相当する。
【０００６】
　これに基づき、少量の副画素により同様の解像度を達成することができる一方、行方向
で副画素の密度が相変わらず画素密度の２倍であり、技術的レベルに対する要求が相変わ
らず高い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の実施例は、画素配列構造、表示パネルおよび表示装置を提供し、従来技術に対
し、当該表示パネル製造の技術的困難を低下させることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の実施例は、以下の技術案を採用する。
【０００９】
　第１方面として、複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む画
素配列構造を提供する。当該構造において、各画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２
副画素と各第３副画素は、隣接する少なくとも２つの画素により共用される。画素アレイ
の第１方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍であり、画素アレイの前記第１方向と
は異なる第２方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍である。
【００１０】
　第１方面の第１のありうる実現方式において、前記第１方向は、水平方向であり、前記
第２方向は、縦方向である。
【００１１】
　第１方面の第２のありうる実現方式において、前記第１副画素は、緑色副画素であり、
前記第２副画素は、赤色副画素であり、前記第３副画素は、青色副画素である。
【００１２】
　第１方面の第２のありうる実現方式と組み合わせ、第３のありうる実現方式において、
第１方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置される。ここ
で、任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に、少なくとも１つの他色の副画素が設
置される。
【００１３】
　第１方面の第３のありうる実現方式と組み合わせ、第４のありうる実現方式において、
第２方向で、前記緑色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、第１方
向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの前記赤色副画素が設置され、
第２方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの前記青色副画素が設置
される。
【００１４】
　さらに、前記青色副画素が、２つずつが隣接するように設置される。
【００１５】
　さらに、隣接して設置される２つの前記青色副画素は、一体化され、１つの駆動回路に
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より駆動される。
【００１６】
　第１方面の第４のありうる実現方式と組み合わせ、第１方向は、水平方向であり、第２
方向は、縦方向であり、画素アレイの奇数行で、任意のペアの前記緑色副画素は、それぞ
れ水平仮想直線の両側に位置し、接近する２ペアの前記緑色副画素の間に位置する赤色副
画素とその両側の前記緑色副画素は、前記水平仮想直線の同一側に位置し、画素アレイの
偶数行で、任意のペアの前記緑色副画素は、前記水平仮想直線の同一側に位置し、且つ任
意の接近する２ペアの前記緑色副画素は、前記水平仮想直線の両側に位置し、接近する２
ペアの前記緑色副画素の間に位置する赤色副画素は、前記水平仮想直線上に位置し、画素
アレイの各列で、任意のペアの前記緑色副画素は、それぞれ縦仮想直線の両側に位置し、
且つ、接近する２ペアの前記緑色副画素の間に位置する青色副画素と、同一画素に属する
前記緑色副画素は、前記縦仮想直線の同一側に位置するのは、望ましい。
【００１７】
　第１方面の第３のありうる実現方式と組み合わせ、第５のありうる実現方式において、
第１方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素の間に１つの前記青色副画素と１つ
の前記赤色副画素が設置される。ここで、１つの前記青色副画素と１つの前記赤色副画素
は、第２方向に位置する。
【００１８】
　さらに、第１方向は、水平方向であり、第２方向は、縦方向であり、画素アレイの各行
で、すべての前記緑色副画素は、いずれも水平仮想直線上に位置し、画素アレイの各列で
、任意の隣接する２つの前記緑色副画素は、縦仮想直線の両側に位置し、前記赤色副画素
と前記青色副画素は、隣接する２本の前記縦仮想直線の間に位置し、且つそれぞれ前記水
平仮想直線の両側に位置するのは、望ましい。
【００１９】
　第１方面の第３のありうる実現方式と組み合わせ、第６のありうる実現方式において、
前記第２方向で、前記赤色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、前
記青色副画素が、２つずつが隣接してペアになるように設置される。ここで、第１方向で
の任意のペアの前記緑色副画素は、２ペアの前記赤色副画素と、２ペアの前記青色副画素
により囲まれる。
【００２０】
　さらに、ペアになって設置される２つの前記青色副画素は、一体化され、１つの駆動回
路により駆動される。
【００２１】
　さらに、ペアになって設置される２つの前記赤色副画素は、一体化され、１つの駆動回
路により駆動される。
【００２２】
　第１方面の第６のありうる実現方式と組み合わせ、第１方向は、水平方向であり、第２
方向は、縦方向であり、画素アレイの各行で、すべての前記緑色副画素は、いずれも水平
仮想直線上に位置し、画素アレイの各列で、任意の隣接する２つの前記緑色副画素は、縦
仮想直線の両側に位置し、各ペアの前記赤色副画素は、隣接する２本の前記縦仮想直線の
間に位置し、且つ、それぞれ偶数行の前記水平仮想直線の両側に位置し、各ペアの青色副
画素は、隣接する２本の前記縦仮想直線の間に位置し、且つそれぞれ奇数行の前記水平仮
想直線の両側に位置するのは、望ましい。
【００２３】
　第２の方面として、表示パネルの画素が、上記のいずれか１つの画素配列構造により配
列して構成される表示パネルを提供する。
【００２４】
　第３の方面として、第２の方面の前記表示パネルを含む表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００２５】
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　本発明の実施例は、画素配列構造、表示パネル及び表示装置を提供する。当該画素配列
構造は、複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む。ここで、各
画素に１つの第１副画素が含まれ、各第２副画素と各第３副画素は、隣接する少なくとも
２つの画素により共用される。画素アレイの第１方向で、副画素密度は、画素密度の１．
５倍であり、画素アレイの前記第１方向とは異なる第２方向で、副画素密度は、画素密度
の１．５倍である。従来技術において、１つの方向で、副画素の密度が画素密度の２倍で
あり、他の方向で、副画素密度が画素密度の１倍である。本発明の実施例は、従来技術に
対し、２つの方向で共に副画素密度が画素密度の１．５倍であるため、２つの方向での副
画素数のバランスを取り、上記の１つの方向で副画素数が過多になることを避けることが
できる。従って、当該画素配列構造を表示パネルに応用する場合に、当該表示パネル製造
の技術的困難を全体的に低下させることができる。
【００２６】
　本発明の実施例又は従来技術の技術案をより明確に説明するために、以下、実施例又は
従来技術の記載に使用される図面を簡単に紹介する。以下に記載する図面は、本発明の一
部の実施例に過ぎないことが明らかである。当業者にとって、創造性のある作業を付する
ことなく、これらの図面から他の図面を得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来技術による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図である。
【図２】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その１で
ある。
【図３】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その２で
ある。
【図４】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その３で
ある。
【図５】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その４で
ある。
【図６】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その５で
ある。
【図７】本発明の実施例による画素配列構造での赤、緑、青副画素の配列模式図その６で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施例の図面と組み合わせ、本発明の実施例の技術案を明確的且つ全体
的に記載する。記載する実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず、すべての実施例では
ないことが明らかである。当業者が、本発明の実施例に基づき、創造性のある作業を付す
ることなく得られるその他の全ての実施例は、いずれも本発明による保護範囲に属するも
のである。
【００２９】
　本発明の実施例において、複数の第１副画素、複数の第２副画素及び複数の第３副画素
を含む画素配列構造を提供する。当該構造において、各画素に１つの第１副画素が含まれ
、各第２副画素と各第３副画素は、隣接する少なくとも２つの画素により共用される。画
素アレイの第１方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍であり、画素アレイの第２方
向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍である。ここで、前記第１方向と前記第２方向
とは、異なる方向である。
【００３０】
　なお、まず、本発明の実施例による前記画素配列構造は、例えば赤色、緑色、青色副画
素の３種類の副画素から構成する任意の表示装置に応用することができる。表示装置とし
て、例えば、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、略称：Ｌ
ＣＤ）、有機ＥＬ表示装置（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄ
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ｅ、略称：ＯＬＥＤ）などが挙げられる。
【００３１】
　第２に、各画素における第２副画素と第３副画素が隣接画素により共用されるため、本
発明の実施例の画素は、第１副画素１つ、第２副画素１つ及び第３副画素１つの３つで定
義される厳格な意味での画素ではない。従って、本発明の画素を仮想画素と言ってもよい
。
【００３２】
　ここで、第２副画素と第３副画素が隣接画素により共用されるため、各仮想画素の境界
は、それほど明確ではない。従って、本発明の実施例は、各画素の形状について限定しな
い。
【００３３】
　第３に、本発明の画素配列構造に基づき、画素及び各画素での第１副画素、第２副画素
及び第３副画素をなるべく均一に分布させることは、当業者にとって自明である。
【００３４】
　第４に、本発明の実施例の図面に記される第１方向と第２方向は、共にマクロ角度から
表記するものである。即ち、副画素密度が画素密度の１．５倍であるという要件を実現す
ると同時に、画素及び各画素での各副画素の全体的な均一分布をなるべく保証するために
、ミクロ角度から、第１方向は、完全に直線とは限らず、波線でもよい。同じ理由により
、第２方向も同様である。
【００３５】
　ここで、前記第１方向を水平方向、第２方向を縦方向とすることは望ましい。
【００３６】
　本発明の実施例は、画素配列構造を提供する。当該画素配列構造は、複数の第１副画素
、複数の第２副画素及び複数の第３副画素を含む。各画素に１つの第１副画素が含まれ、
各第２副画素と各第３副画素は、隣接する少なくとも２つの画素により共用される。画素
アレイの第１方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍であり、画素アレイの前記第１
方向とは異なる第２方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍である。従来技術におい
て、１つの方向で、副画素の密度が画素密度の２倍であり、他の方向で、副画素密度が画
素密度の１倍である。本発明の実施例は、従来技術に対し、２つの方向で共に副画素密度
が画素密度の１．５倍であるため、２つの方向での副画素数のバランスを取り、上記の１
つの方向で副画素数が過多になることを避けることができる。従って、当該画素配列構造
を表示パネルに応用する場合に、当該表示パネル製造の技術的困難を全体的に低下させる
ことができる。
【００３７】
　図２～７に示すように、前記第１副画素を緑色副画素１０１、前記第２副画素を赤色副
画素１０２、前記第３副画素を青色副画素１０３とすることが望ましい。
【００３８】
　即ち、当該画素配列構造は、複数の赤色副画素１０２、複数の緑色副画素１０１及び複
数の青色副画素１０３を含む。ここで、各画素１０に１つの緑色副画素１０１が含まれ、
各赤色副画素１０２と各青色副画素１０３は、隣接する少なくとも２つの画素１０により
共用される。画素アレイの第１方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍であり、画素
アレイの前記第１方向とは異なる第２方向で、副画素密度は、画素密度の１．５倍である
。
【００３９】
　なお、第１に、各画素１０で赤色副画素１０２と青色副画素１０３が隣接画素１０によ
り共用されるため、本発明の実施例の画素１０は、赤色副画素１つ、緑色副画素１つ及び
青色副画素１つの３つで定義される厳格な意味での画素ではない。従って、本発明の画素
１０を仮想画素１０と言ってもよい。
【００４０】
　ここで、赤色副画素１０２と青色副画素１０３が隣接画素１０により共用されるため、
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各仮想画素１０の境界は、それほど明確ではない。従って、本発明の実施例は、各画素１
０の形状について限定しない。
【００４１】
　第２に、高解像度の場合に、緑色副画素１０１は、各画素１０の感知される輝度中心位
置に対して決定的な役割を果たす。従って、本発明の実施例を前提に、各画素１０に位置
する緑色副画素１０１が、全体的に均一分布になるべきである。これは、当業者にとって
自明である。
【００４２】
　ここで、本発明の実施例で、第１方向と第２方向と共に、副画素密度が画素密度の１．
５倍であることを実現する必要があるため、緑色副画素１０１がすべての部分で等ピッチ
の配列になることは、容易ではない。これに基づき、本発明の実施例で、緑色副画素１０
１の相対位置を適切に微調整することにより、３つの画素ピッチ以上の範囲で全体的均一
分布を実現することができる。
【００４３】
　その上で、隣接する２つの画素１０により共用される赤色副画素１０２と青色副画素１
０３も、当該２つの画素１０の中で緑色副画素１０１と共にできるだけ均一に分布するべ
きである。
【００４４】
　さらに、図２～７に示すように、第１方向で、前記緑色副画素１０１が、２つずつが隣
接してペアになるように設置されるのは望ましい。ここで、任意の近接する２ペアの前記
緑色副画素１０１の間に少なくとも１つの他色の副画素が設置される。
【００４５】
　即ち、第１方向でのすべての緑色副画素１０１を２つずつで１ペアとし、各ペアでの前
記緑色副画素１０１が、隣接して設置される。上記少なくとも１つの他色の副画素は、１
つの赤色副画素１０２又は１つの青色副画素１０３であってもよいし、もちろん２つの赤
色副画素１０２又は２つの青色副画素１０３であってもよく、さらに１つの赤色副画素１
０２と１つの青色副画素１０３などでもよく、具体的に限定しない。
【００４６】
　なお、任意の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に少なくとも１つの他色の副
画素を設置する原則は、第１方向と第２方向で副画素密度が画素密度の１．５倍になると
いう要件を満たすことである。
【００４７】
　各画素１０に１つの緑色副画素１０１が含まれるため、緑色副画素１０１の密度も対応
して最高となる。その上で、当該画素配列構造をＯＬＥＤに適用する場合に、緑色副画素
１０１のフィルター層や発光層などの色層を製造する時に、技術的に難しくなる。本発明
の実施例は、第１方向でのすべての緑色副画素１０１を２つずつで１ペアとして隣接して
設置し、ＦＭＭ（ファイン・メタル・マスク）蒸着技術でＯＬＥＤを製造する際に、各ペ
アでの２つの緑色副画素１０１の色層を連結し、１つの蒸着穴により、各ペアでの２つの
緑色副画素１０１の緑色発光層を形成し、緑色副画素１０１の色層製造の技術的困難をあ
る程度、低下させることができる。
【００４８】
　以上の記載に基づき、具体的に以下複数の場合が含まれる。
【００４９】
　ケース１：図２～３に示すように、任意の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間
に１つの赤色副画素１０２を設置し、もちろん１つの青色副画素１０３を設置してもよい
。
【００５０】
　ケース２：図４に示すように、任意の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に１
つの赤色副画素１０２と１つの青色副画素１０３を設置してもよい。
【００５１】
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　ケース３：図５～７に示すように、任意の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間
に２つの青色副画素１０３又は２つの赤色副画素１０２を設置してもよい。
【００５２】
　ケース１は、具体的に、図２と図３に示すように、第１方向と第２方向で、前記緑色副
画素１０１が、２つずつが隣接してペアになるように設置され、第１方向での任意の接近
する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に１つの前記赤色副画素１０２が設置され、第２
方向での任意の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に１つの前記青色副画素１０
３が設置される。
【００５３】
　即ち、第１方向で、すべての緑色副画素１０１は、２つずつで１ペアになり、各ペアで
の前記緑色副画素１０１は、隣接して設置されるが、第２方向でも、すべての緑色副画素
１０１は、２つずつで１ペアになり、各ペアでの前記緑色副画素１０１は、隣接して設置
される。ここで、第１方向での任意の接近する２ペアの緑色副画素１０１の間に１つの赤
色副画素１０２が設置され、第２方向での任意の接近する２ペアの緑色副画素１０１の間
に１つの青色副画素１０３が設置される。
【００５４】
　もちろん、上記の赤色副画素１０２と青色副画素１０３は、入れ替えてもよい。即ち、
第１方向での任意の接近する２ペアの緑色副画素１０１の間に１つの青色副画素１０３を
設置し、第２方向での任意の接近する２ペアの緑色副画素１０１の間に１つの青色副画素
１０３を設置する。
【００５５】
　ここで、赤色副画素１０２と青色副画素１０３は、２つの方向で、接近する２ペアの緑
色副画素１０１の間に挟まれるため、副画素密度が画素密度の１．５倍であるという要件
を満たすことができる。ここで、前記赤色副画素１０２、前記緑色副画素１０１、前記青
色副画素１０３の個数比は、１：２：１である。
【００５６】
　さらに、図３に示すように、前記青色副画素１０３が、２つずつが隣接するように設置
される。
【００５７】
　当該画素配列構造をＯＬＥＤに適用する場合に、ＦＭＭ蒸着技術でＯＬＥＤを製造する
際に、隣接して設置される２つの青色副画素１０３の色層を連結し、１つの蒸着穴により
、隣接して設置される２つの青色副画素１０３の青色発光層を形成し、製造プロセスを簡
単化するようにしてもよい。
【００５８】
　一方、青色副画素１０３に対するヒトの目の位置敏感度が最も低く、且つ青色副画素１
０３の輝度効果も最も低いため、例えば３００ｐｐｉより高い高解像度の条件では、表示
効果に明らかな影響を与えない前提で、隣接して設置される２つの青色副画素１０３を１
つに合併してもよい。
【００５９】
　即ち、隣接して設置される２つの前記青色副画素１０３を一体化し、１つの駆動回路に
より駆動することができる。駆動回路は、薄膜トランジスタ及び当該薄膜トランジスタに
接続する関連回路を含む。
【００６０】
　このように、駆動回路の製造プロセスを低下させることができる。
【００６１】
　なお、ここで、隣接して設置される２つの前記青色副画素１０３は、一体化されている
が、実際に一体化された後でも、２つの副画素の位置を占める。従って、副画素密度と画
素密度との倍数を計算する際に、相変わらず２つの青色副画素１０３と見なしてもよい。
【００６２】
　また、図２から分かるように、各青色副画素１０３は、隣接する２つの画素１０により
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共用される。隣接して設置される２つの前記青色副画素１０３は、一体化された後に、図
３から分かるように、４つの隣接する画素１０により共用されると見なしてもよい。
【００６３】
　本発明の実施例は、具体的な画素配列構造を提供する。図２に示すように、第１方向は
、水平方向であり、第２方向は、縦方向である。ここで、画素アレイの奇数行で、任意の
ペアの前記緑色副画素１０１は、それぞれ水平仮想直線Ｘｏの両側に位置し、接近する２
ペアの前記緑色副画素の間に位置する赤色副画素１０２とその両側の前記緑色副画素１０
１は、前記水平仮想直線Ｘｏの同一側に位置する。画素アレイの偶数行で、任意のペアの
前記緑色副画素１０１は、水平仮想直線Ｘｅの同一側に位置し、且つ任意の接近する２ペ
アの前記緑色副画素１０１は、前記水平仮想直線Ｘｅの両側に位置し、接近する２ペアの
前記緑色副画素１０１の間に位置する赤色副画素１０２は、前記水平仮想直線Ｘｅ上に位
置する。画素アレイの各列で、任意のペアの前記緑色副画素１０１は、それぞれ縦仮想直
線Ｙの両側に位置し、且つ、接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に位置する青色
副画素１０３と、同一の画素に属する前記緑色副画素１０１は、前記縦仮想直線Ｙの同一
側に位置する。
【００６４】
　なお、第１に、ここの水平仮想直線Ｘｏ／Ｘｅ、縦仮想直線Ｙは、各副画素の具体的な
位置を記載しやすくするために導入されるものであり、実際に存在するものではない。上
記の水平仮想直線Ｘｏ／Ｘｅ、縦仮想直線Ｙは、画素アレイのグリッドラインを構成する
。
【００６５】
　第２に、本発明の実施例及び該当する図面において、画素アレイの奇数行に位置する水
平仮想直線をＸｏ、画素アレイの偶数行に位置する水平仮想直線をＸｅ、画素アレイの各
列に位置する縦仮想直線をＹと表記する。
【００６６】
　上記のケース２について、より具体的に言えば、図４に示すように、第１方向での任意
の接近する２ペアの前記緑色副画素１０１の間に１つの前記青色副画素１０３と１つの前
記赤色副画素１０２が設置される。ここで、１つの前記青色副画素１０３と１つの前記赤
色副画素１０２は、第２方向に配列する。
【００６７】
　ここで、緑色副画素１０１は、第１方向のみで２つずつが隣接するように配列する。
【００６８】
　ここで、図４に示すように、第１方向で、副画素が緑色副画素１０１、緑色副画素１０
１、赤色副画素１０２又は青色副画素１０３の方式で配列するため、当該第１方向で副画
素密度が画素密度の１．５倍であるという要件を満たすが、第２方向で、副画素が赤色副
画素１０２、青色副画素１０３、緑色副画素１０１の方式で配列するため、当該第２方向
でも副画素密度が画素密度の１．５倍であるという要件を満たす。ここで、前記赤色副画
素１０２、前記緑色副画素１０１、前記青色副画素１０３の個数比は、１：２：１である
。
【００６９】
　本発明の実施例は、具体的な画素配列構造を提供する。図４に示すように、第１方向は
、水平方向であり、第２方向は、縦方向である。画素アレイの各行で、各ペアの前記緑色
副画素１０１は、いずれも水平仮想直線Ｘ上に位置する。画素アレイの各列で、任意の隣
接する２つの前記緑色副画素１０１は、縦仮想直線Ｙの両側に位置する。任意の接近する
２ペアの前記緑色副画素１０１の間に位置する前記赤色副画素１０２と前記青色副画素１
０３は、隣接する２本の前記縦仮想直線Ｙの間に位置し、且つ、それぞれ前記水平仮想直
線Ｘの両側に位置する。
【００７０】
　なお、第１に、ここの水平仮想直線Ｘ、縦仮想直線Ｙは、各副画素の具体的な位置を記
載しやすくするために導入されるものであり、実際に存在するものではない。上記の水平
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仮想直線Ｘ、縦仮想直線Ｙは、画素アレイのグリッドラインを構成する。
【００７１】
　第２に、本発明の実施例及び該当する図面において、画素アレイの各行に位置する水平
仮想直線をＸ、画素アレイの各列に位置する縦仮想直線をＹと表記する。
【００７２】
　上記のケース３について、より具体的に言えば、図５～７に示すように、前記第２方向
で、前記赤色副画素１０２は、２つずつが隣接してペアになるように設置され、前記青色
副画素１０３は、２つずつが隣接してペアになるように設置される。ここで、第１方向で
の任意のペアの前記緑色副画素１０１は、２ペアの前記赤色副画素１０２と、２ペアの前
記青色副画素１０３により囲まれる。
【００７３】
　ここで、任意のペアの前記緑色副画素１０１は、２ペアの前記赤色副画素１０２と、２
ペアの前記青色副画素１０３により囲まれることは、即ち、当該ペアの前記緑色副画素１
０１の左右両側に２ペアの青色副画素１０３又は２ペアの赤色副画素１０２又は１ペアの
青色副画素１０３と１ペアの赤色副画素１０２を設置し、当該ペアの前記緑色副画素１０
１の上下両側に２ペアの赤色副画素１０２又は２ペアの青色副画素１０３又は１ペアの青
色副画素１０３と１ペアの赤色副画素１０２を設置する。
【００７４】
　ここで、上記１ペアの前記緑色副画素１０１の左右両側に位置する青色副画素１０３の
ペア又は赤色副画素１０２のペアと、上記１ペアの前記緑色副画素１０１の上下側に位置
する青色副画素１０３のペア又は赤色副画素１０２のペアと共に、任意の接近する２ペア
の前記緑色副画素１０１の間に位置する。
【００７５】
　本発明の実施例で、青色副画素１０３を２つずつで１ペアとして隣接して設置し、赤色
副画素１０２を２つずつで１ペアとして隣接して設置する。当該画素配列構造をＯＬＥＤ
に適用する場合に、ＦＭＭ蒸着技術でＯＬＥＤを製造する際に、各ペアでの２つの青色副
画素１０３及び各ペアでの２つの赤色副画素１０２の色層を連結し、１つの蒸着穴により
、各ペアでの２つの青色副画素１０３の青色発光層を形成し、１つの蒸着穴により、各ペ
アでの２つの赤色副画素１０２の赤色発光層を形成することで、青色副画素１０３と赤色
副画素１０２の色層製造の技術的困難をある程度低下させる。
【００７６】
　ここで、第１方向と第２方向で、副画素密度が画素密度の１．５倍であるという要件を
満たすこともできる。ここで、前記赤色副画素１０２、前記緑色副画素１０１、前記青色
副画素１０３の個数比は、１：２：１である。
【００７７】
　さらに、ペアで設置される２つの前記青色副画素１０３は、一体化され、１つの駆動回
路により駆動される。
【００７８】
　青色副画素１０３に対するヒトの目の位置敏感度が最も低く、且つ青色副画素１０３の
輝度効果も最も低いため、例えば３００ｐｐｉより高い高解像度の条件では、表示効果に
明らかな影響を与えない前提で、隣接して設置される２つの青色副画素１０３を１つに合
併し、１つの駆動回路で駆動することができ、駆動回路の製造プロセスを低下させること
ができる。
【００７９】
　さらに、ペアで設置される２つの前記赤色副画素１０２も、一体化され、１つの駆動回
路で駆動することができる。
【００８０】
　このように、駆動回路の製造プロセスをさらに低下させることができる。
【００８１】
　なお、隣接して設置される２つの前記青色副画素１０３は、一体化されているが、実際
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画素密度の倍数を計算する際に、相変わらず２つの青色副画素１０３と見なしてもよい。
【００８２】
　同じ理由により、隣接して設置される２つの前記赤色副画素１０２も同様である。
【００８３】
　本発明の実施例は、具体的な画素配列構造を提供する。図５に示すように、第１方向は
、水平方向であり、第２方向は、縦方向である。画素アレイの各行で、各ペアの前記緑色
副画素１０１は、いずれも水平仮想直線Ｘｏ／Ｘｅ上に位置する。画素アレイの各列で、
任意の隣接する２つの前記緑色副画素１０１は、縦仮想直線Ｙの両側に位置する。各ペア
の赤色副画素１０２は、隣接する２本の前記縦仮想直線Ｙの間に位置し、且つそれぞれ偶
数行の前記水平仮想直線Ｘｅの両側に位置する。各ペアの青色副画素１０３は、隣接する
２本の前記縦仮想直線Ｙの間に位置し、且つそれぞれ奇数行の前記水平仮想直線Ｘｏの両
側に位置する。
【００８４】
　なお、第１、ここの水平仮想直線Ｘｏ／Ｘｅ、縦仮想直線Ｙは、各副画素の具体的な位
置を記載しやすくするために導入されるものであり、実際に存在するものではない。上記
の水平仮想直線Ｘｏ／Ｘｅ、縦仮想直線Ｙは、画素アレイのグリッドラインを構成する。
【００８５】
　第２、本発明の実施例および該当する図面において、画素アレイの奇数行に位置する水
平仮想直線をＸｏ、画素アレイの偶数行に位置する水平仮想直線をＸｅ、画素アレイの各
列に位置する縦仮想直線をＹと表記する。
【００８６】
　本発明の実施例は、表示パネルを提供する。前記表示パネルの画素は、上記の画素配列
構造により配列して構成される。
【００８７】
　本発明の実施例は、上記の表示パネルを含む表示装置をさらに提供する。
【００８８】
　本発明の実施例による前記表示装置は、赤色、緑色、青色副画素から構成する任意の表
示装置に応用することができる。表示装置として、例えば、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ
　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ、略称：ＬＣＤ）、有機ＥＬ表示装置（Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、略称：ＯＬＥＤ）などが挙げられる。
【００８９】
　以上の記載は、本発明の具体的な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲がそれに限られ
ない。当業者が本発明の開示する技術範囲内で容易に想到できる変化又は入れ替えは、い
ずれも本発明の保護範囲内に含まれるべきである。従って、本発明の保護範囲は、特許請
求の範囲による保護範囲を基準とするべきである。
【符号の説明】
【００９０】
　１０：画素
　１０１：緑色副画素
　１０２：赤色副画素
　１０３：青色副画素
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